
　※市民説明会には市はオブザーバーとして出席

※提案者が提案を提出した後に何らかの理由で手続きを止める場合は、提案の取り下げができる。

提案者の作業

都市計画決定
・変更の手続き
・都市計画原案の作成
・説明会、公聴会の開催
・案の作成、公告、縦覧

一部採用の場合《計画提案の素案》の添付
【法第２１条の４】

《計画提案の素案》の提出
【法第２１条の５第２項】

むつ市都市計画審議会へ付議 むつ市都市計画審議会の意見聴取

県知事協議

意見書の提出

都市計画決定・変更
（提案者へ決定通知）

結果及び理由を通知
【法第２１条の５第１項】

告示

可決 否決

提案の受付

提案の審査
むつ市都市計画提案評価検討委員会

提案不採用を可決 提案不採用を否決

判断
【法第２１条の３】

全部又は一部を採用 提案の不採用

判断結果の事前通知 判断結果の事前通知

意見書の提出

同時に地区計画の決定、変更が
ある場合の地区計画事務処理フ

ロー

都市計画提案制度　フローチャート

都市計画の決定・変更を提案しようとする場合

事前相談及び関係書類等の提出

素案の作成

市民説明会、土地所有者等の同意　

計画提案の素案等必要書類の提出
【法第２１条の２】

提案要件・書類等の確認
【法第２１条の２第３項】


